
広
島
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号 

 
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
っ
て
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
九
日 

広
島
県
知
事 

湯

﨑

英

彦

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地 

氏
名
又
は
名
称

住

所

所

在

面
積
（
㎡
） 

角
谷

博
夫 

三
原
市 

三
原
市
久
井
町
坂
井
原
字
砂

子
池
二
四
九
八
番
ほ
か
九
筆 

一
四
、
八
〇
三

株
式
会
社
み
ず
か
ぜ 

尾
道
市 

尾
道
市
瀬
戸
田
町
福
田
字
熱

田
四
一
〇
番
ほ
か
一
四
筆

二
一
、
二
七
〇

株
式
会
社
宮
地

福
山
市 

福
山
市
神
辺
町
大
字
西
中
条

字
中
川
七
五
五
番
一
ほ
か
二

四
筆

二
五
、
二
八
七

合
同
会
社
安
田
農
産 

三
次
市 

三
次
市
小
文
町
一
二
番
一
ほ

か
四
〇
筆 

二
八
、
九
八
三

高
木

雄
城 

三
次
市 

三
次
市
甲
奴
町
宇
賀
字
掛
谷

二
五
七
二
番 

一
、
〇
四
六 

高
木

雄
城 

三
次
市 

三
次
市
甲
奴
町
宇
賀
字
掛
谷

二
五
七
四
番
ほ
か
六
筆 

一
二
、
三
〇
七

株
式
会
社
ｖ
ｅ
ｇ
ｅ
ｔ
ａ

庄
原
市 

庄
原
市
口
和
町
宮
内
字
田
口

九
五
三
番
ほ
か
九
筆 
八
、
五
八
二 

株
式
会
社
ハ
ラ
ダ
フ
ァ
ー

ム
本
多 

安
芸
高
田
市 

安
芸
高
田
市
美
土
里
町
北
字

貝
原
二
六
九
一
番
ほ
か
一
筆 

三
、
二
八
九 

有
限
会
社
援
農
甲
立
フ
ァ

ー
ム

安
芸
高
田
市 

安
芸
高
田
市
甲
田
町
浅
塚
字

中
通
一
五
九
番

一
、
三
二
七 

倉
谷

昌
司 

安
芸
高
田
市 

安
芸
高
田
市
高
宮
町
原
田
字

東
小
揚
二
一
五
一
番
一 

一
、
一
三
八 

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム
穂 

安
芸
高
田
市 

安
芸
高
田
市
高
宮
町
房
後
字

石
田
五
二
八
番
一
ほ
か
七
筆 

七
、
九
七
五 

上
川

太
生 

安
芸
高
田
市 

安
芸
高
田
市
高
宮
町
佐
々
部

字
上
野
部
七
九
二
番
一
ほ
か

一
筆

二
、
四
四
二 

山
本

英
次 

安
芸
高
田
市 

安
芸
高
田
市
向
原
町
坂
字
友

成
四
四
一
〇
番
一
ほ
か
二
筆 

三
、
二
八
四 

合
同
会
社
ヒ
ロ
コ
ト 

江
田
島
市 

江
田
島
市
沖
美
町
是
長
字
林

山
九
七
八
番
一

三
九
六 

合
同
会
社
ヒ
ロ
コ
ト 

江
田
島
市 

江
田
島
市
沖
美
町
是
長
字
林

山
九
七
八
番
五

二
七
六 

合
同
会
社
ヒ
ロ
コ
ト 

江
田
島
市 

江
田
島
市
沖
美
町
是
長
字
林

山
九
七
八
番
六

六
九
五
・
五 

農
事
組
合
法
人
天
狗
の
里

山
県
郡
北
広
島
町 

山
県
郡
北
広
島
町
田
原
字
下

ケ
原
三
七
二
番
一
ほ
か
三
二

筆

二
九
、
〇
四
二

清
見

一
至 

山
県
郡
北
広
島
町 

山
県
郡
北
広
島
町
溝
口
字
落

合
一
八
七
三
番
一 

二
、
三
三
三



横
田 

弘
平 

山
県
郡
北
広
島
町 

山
県
郡
北
広
島
町
大
朝
字
開

門
原
四
五
四
一
番
四 

三
六
〇 

株
式
会
社
Ｔ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｂ
Ｅ 

 
 
 

 

Ｆ
Ａ
Ｒ
Ｍ 

神
石
郡
神
石
高
原
町 

神
石
郡
神
石
高
原
町
古
川
字

吉
ケ
迫
二
〇
一
〇
番
一 

七
七
五 

二 

認
可
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
六
月
八
日 

 


